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第１ 市政変革を必要とする北九州市の課題 
 

北九州市は現在、その行財政運営のあり方を変革する必要に迫られている。その理由は、以下

に述べる北九州市が直面する社会経済上の課題及び財政上の課題を克服し、今年度末までに策

定することとしている市政が目指すべき方向を示す新たな北九州市のビジョン（以下、「新たなビ

ジョン」という）に基づいた行財政運営を、将来にわたって着実に進めることができる行政組織と

する必要があるからである。 

今後の社会経済の変化に柔軟かつ機動的に対応できる住民サービスの提供主体として生まれ

変われない限り、北九州市民からの負託に応えられないばかりか、これまで築き上げられてきた

北九州市の優位性や、北九州市が持つ地力、ポテンシャルを最大発揮する好機を逃してしまうと

いう強い危機感を持ち、今後の行財政運営にあたる必要がある。 
 

（１）複合的・構造的な課題等 
 

ア 少子高齢化と人口減少 

令和５年４月１日時点の北九州市の推計人口は９１万８千人である。６５歳以上の高齢者人

口は２９万人となっており、高齢化率は３１％である。市民の約３人に１人が高齢者となってお

り、政令市の中で一番高齢化が進んでいる状況にある。（表１） 

他方で、１５～６４歳の生産年齢人口は５２万５千人で、６５歳以上の高齢者人口と生産年

齢人口の比率を見ると１人の高齢者に対して１.８人の生産年齢人口となっており、高齢化率と

同様、政令市の中で一番高齢化が進んでいる状況にある。（表１） 

なお、令和２年の北九州市の合計特殊出生率＊１は１.４７となっており、全国平均１．３３を上

回っているものの、人口置換水準＊２を下回っている。  

北九州市の人口は、昭和５４年の１０６万８千人をピークに減少が続いている。 

自然増減は、出生数が昭和４５年の２万１千人をピークに減少傾向にあり、令和４年は６千

人を下回っている。その一方で、死亡数は増加傾向にあり、昭和４５年には６千人であったも

のが、令和４年は１万３千人となっており、自然増減は７千人のマイナスとなっている。（図２） 

また、社会増減は、昭和４３年が▲１万５千人とマイナス幅が最も大きく、毎年の増減はある

ものの、令和４年は、新型コロナウイルスの感染拡大に起因した入国制限の緩和を受け、外

国人の転入者が増加したことにより、社会増減がマイナスに転じた昭和４０年以降、最もマイ

ナス幅が小さい▲４８人となった。（図３） 

今後の北九州市の将来推計人口＊３は、令和２７年に７７万１千人、生産年齢人口は、３９万

５千人まで減少するとされている。 

 

＊１：合計特殊出生率とは、１５～４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で 

一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 

 ＊2：人口置換水準とは、人口が長期的・安定的に維持される合計特殊出生率の水準。令和２年は２．０６ 

＊3：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成３０（2018）年推計）」 
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イ 経済成長の停滞 

令和元年度における北九州市の市内総生産は約３兆８,０００億円で、１６政令市中＊４１２位

で、 福岡市の半分程度の額である。（図４） 

また、市内総生産の平成２３年度から令和元年度までの増加率においても、１６政令市中＊４

１５位であり、政令市平均の７割程度の伸び率となっている。北九州市と比較して、福岡市や

他の政令市は、宿泊・飲食サービス業、情報通信業、専門・科学技術サービス業等の増加率

が高くなっている。（図５） 

市内総生産産業別構成比は、政令市平均と比較して、第２次産業の割合が２７．０％と平均

値の１７．０％に比べ高く、第３次産業の割合は平均値の８２．９％に比べ７２．８％と低くなって

いる。（表６） 

なお、令和２年における北九州市の製造品出荷額は約２兆１,０００億円であり、全国１５位で

あるものの、平成２３年から令和２年の間の増減率は、全国平均６．０％の増に対して０．７％

の減となっており、比較的優位とされてきた北九州市の製造業も厳しい業況にあることがう

かがえる。（図７） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊４：さいたま市、相模原市、静岡市、熊本市は非公表 
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ウ 公共施設の老朽化対策＊５ 

   北九州市は、昭和３８年に五市対等合併によって誕生した。当時は、時代の要請から全国

的に積極的な社会資本整備が行われており、北九州市においても、当時の行政課題に応じ

て、五市の均衡を図りながら、市営住宅、小・中学校、市民センター、図書館、スポーツ施設

等の公共施設の整備を進めてきた。 

   その結果、市民一人当たりの公共施設の延べ床面積を見ると、北九州市は平成２２年度時

点で約５．０㎡と政令市の中で最大であり、政令市平均値の１．５倍となっている。（表８） 

   また、北九州市が保有する公共施設の多くは、昭和４０年代から５０年代にかけて整備され

ており、建築後３０年を経過した施設が半数を超えている。（図９） 

こうした施設の一部は、すでに老朽化が進んでおり、大規模改修や更新が必要な状況とな

っている。 

公共施設をこのまま保有し続けた場合、将来的に大規模改修や更新にどれくらいの費用

がかかるのかを試算＊６したところ、「今後４０年間で、約１兆２,０４０億円が必要」という結果に

なり、これを年平均に換算すると毎年約３０１億円が必要となる。 

そこで、北九州市では、平成２８年２月に公共施設マネジメント実行計画を策定し、市民の

安全・安心を確保し、子どもや孫の世代が安心して暮らせる地域社会を築いていくため、真

に必要な公共施設を安全に保有し続けることができる運営体制を確立していくこととしたとこ

ろである。 

また、令和５年４月には、相次ぐ外壁落下に対応するため「市民の安全・安心を守る老朽化

対策チーム」を立ち上げ、これまでの予防保全の取組を検証するほか、効果的な維持管理手

法等を検討しており、本年秋頃を目途に対策を策定することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

＊５：「北九州市公共施設マネジメント実行計画」より引用 

＊６：総務省モデルによる試算 
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エ 課題を解決するために取り組むべき政策課題 

北九州市は、地理的に優位な“アジアの玄関口”に位置し、豊富な水源に加え、強靭な土地

を有しており、そこに人が集まり、企業が集積しているなど、「日本を動かす」「世界に羽ばたく」

にふさわしい膨大なポテンシャル（底力）を有している。 このポテンシャルを最大限引き出し、

これらを“点”ではなく、“線”や“面”とし、北九州市の持っている地力を見える化すれば、上述

のような北九州市が直面する課題を克服し、新たな価値を生み出し、日本やアジアをけん引

する都市に成長する可能性がある。 

このため、令和５年度予算は、  

〇子ども・若者のエネルギーと挑戦を応援する「人」のポテンシャル  

〇アジアに近く、豊富な水源、強靭な土地を持つ「場」のポテンシャル  

〇ものづくり企業が育んできた分野と新たな産業が融合する「企業」のポテンシャル  

という３つのポテンシャルを最大発揮し、再び成長軌道に乗せ、人と企業に選ばれる都市の実

現に挑戦していく、「成長への再起動」予算として編成したところである。 

また、中長期的には、現在策定を進めている「新たなビジョン」に基づいた行財政運営を行

っていく必要があり、そのための基盤となる行政組織を実現するために市政変革が求められ

ているところである。 

 

（２）未来への柔軟かつ機動的な投資が困難な財政状況 

北九州市の財政状況は、財政の硬直化を示す指標である経常収支比率が、政令市中高い

方から３番目であること、（図１０）市民一人当たりの市税収入が政令市中少ない方から８番目

であること、（図１１）市民一人当たりの市債残高が２０政令市中最も多い（図１２）ことなどの状況

を踏まえると、他の政令市に比べ、財政基盤は脆弱と言わざるを得ない状況である。 

さらに、北九州市の財政状況に関する各種指標をクロス分析し、他の政令市と比較したとこ

ろ、地方公共団体の財政の強さに関する指標である財政力指数と、財政の硬直化を示す指標

である経常収支比率の比較では、北九州市は財政力が低く経常収支比率も高いグループに属

している。（図１３）市民一人当たりの市税収入と市債残高のクロス分析では、（図１４）のとおり、

両指標とも政令市平均を下回っている。地方公共団体の財政の健全性を示す指標である実質

公債費比率と将来負担比率のクロス分析では、両指標とも政令市平均を下回っており（図１５）、

これらの分析結果を踏まえると、非常に厳しい状況が見て取れる。 

また、令和５年５月に改訂した中期財政見通し(以下｢令和５年見通し｣という。)においても、

高齢化社会の進展等に伴う財政需要の増加や、過去に実施してきた投資的経費の償還費（公

債費）の高止まりに加え、昨今の外壁落下や老朽化対策にかかる維持補修費の増加など、現状

の歳入及び財政支出を継続した場合の財源調整用基金残高は、令和９年度末には１３８億円ま

で減少すると推計していることなどを踏まえると、未来への柔軟かつ機動的な投資は、非常に

厳しい財政状況である。（表１６） 
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（３）市役所組織・経営のアップデート  

北九州市は、上述のような課題に直面しているが、よりマクロな視点では、我が国は内外の

歴史的・構造的な変化と課題に直面している。 

ロシアによるウクライナ侵略が国際秩序の根幹を揺るがす中、インフレ圧力と欧米各国の急

速な金融引締めによる世界経済の下振れリスクへの対応、エネルギー・食料問題を含む経済安

全保障に対応したサプライチェーンの再構築、四半世紀にわたるデフレ経済からの脱却、若年

層の将来不安への対応、雇用形態や年齢、性別等を問わず生涯を通じて自らの働き方を選択

でき、格差が固定化されない誰もが暮らしやすい包摂社会の実現、気候変動や新型コロナウイ

ルス感染症の経験を踏まえた持続可能な経済社会の構築など、我々の意識の変化や社会変革

を求める構造的な課題に直面している。 

こうした状況下において、北九州市が、ポテンシャルを最大発揮し、再び成長軌道に乗せ、人

と企業に選ばれる都市となるためには、将来に向けて、市役所職員一人ひとりが自ら課題を発

見・分析し、北九州市の置かれた状況に合致したかたちで、市長のトップマネジメントによる政

策展開に迅速・柔軟に対応できる組織づくりが不可欠である。加えて、各事業所管部署におい

ては、政策の有効性に関する客観的基準に基づき、事業の改廃等を自ら判断できる仕組みづく

りも求められている。 
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第２ 市政変革で目指す方向性 

 

北九州市が取り組む新たな市政変革は、第１で述べた諸課題に的確に対応しつつ、「新たなビ

ジョン」において提示することとしている新しい時代の都市像や価値観を北九州市民が先駆的に

実感できるようにするために推進するものであり、そのためには、以下の方向性に沿うものである

必要がある。これらの方向性は、北九州市における行財政運営の基本原則となるものであり、今

後、その評価を実施する場合にも、その尺度たるべきものである。 

 

（１）「新たなビジョン」にベクトルを合わせた市政運営ができている 

    「新たなビジョン」においては、２０４０年頃を念頭に、北九州市の将来の都市像を明らかにす

るとともに、その実現のための重点政策を取りまとめることとしている。令和６年度以降の市政

運営は、「新たなビジョン」及び重点政策に則って各般の施策が展開されることとなるが、 

     ①施策の評価、企画立案、実施の一連のサイクルが「新たなビジョン」等と整合していること 

②必要な財政資金の配分が施策の評価と連携し計画的に実施されること 

③施策の実施にあたり、柔軟かつ効率的な執行体制とすること 

を目指していく必要がある。 

 

（２）財政状況を改善した上で、経済社会構造の変化に対応した柔軟で機動的な意思決定ができる 

北九州市の財政状況については、第１（２）で述べたように、依然として非常に厳しい状況に置

かれている。今後の財政運営の見通しについては、令和５年見通しにより整理されているが、令

和９年度にかけて毎年１００億円を超える収支ギャップが予見されている。この試算は、現在の

地方財政措置を前提に、年２％の名目経済成長率を仮定して試算したものであるが、前提条

件が変更される等の場合には、適宜、再計算される必要がある。 

このように、将来的に見込まれる収支ギャップを埋めた上で、市債残高を抑制するとともに、

義務的経費の増加が見込まれる中にあっても、税源の涵養に繋がる政策への重点化を図るな

ど自主財源の確保に努め、歳入・歳出両面から財政の健全化を図る必要がある。 

   今後、北九州市は、第１（３）前段で述べたような、経済社会構造の変化に対応し、柔軟で機動

的な意思決定が可能となる行政組織に生まれ変わる必要があるが、そのためには、財政の健

全性と有効性を担保するため、北九州市の財政状況を維持できる程度の財政規模（大きさ）を

適切にマネジメントしつつ、「新たなビジョン」に則った予算配分の構造のあり方を定め（分け

方）、さらには、費用対効果の高い事務事業の実施（使い方）に留意した財政運営を行うことが

求められる。 
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（３）各事業所管部署が自主的に目標を設定し、自律的な経営判断を行い、事業実施できる 

      第１（３）後段で述べたように、政策を展開するにあたっては、自ら課題を発見・分析し、北九州

市の置かれた状況に合致したかたちで、市長のトップマネジメントにより迅速・柔軟に対応でき

る組織づくりが不可欠である。このためには、第４のステップ２で述べるように、経営的手法を取

り入れた事業分析（以下、「主要政策の経営分析」という。）の手法を確立し、各事業所管部署に

おいて、政策の有効性に関する客観的基準に基づいて事業の改廃等を自ら判断できる組織体

制を目指す必要がある。 
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第３ 市政変革に取り組む際の主な視点 

 

市政変革の取組は、職員が担当事業の評価・分析を行う局面から、市長のトップマネジメントに

より政策の改廃、立ち上げを行う場合まで、様々な局面において実践されることとなるが、いずれ

の場合においても、立ち返るべき基本原則たる視点を明確にすることが、変革の取組を実効たら

しめるためには必要不可欠である。 

このため、これまで本市が取り組んできた行財政改革も参考にしながら、以下の視点を念頭に

おき、具体的な市政変革の取組を進めることとする。 
 

（１）視点１：市民のニーズや社会経済情勢の変化への対応 

《課題背景》 

多様化する市民ニーズの変化や急速に進展する少子高齢化や DX、GX、構造的な人手

不足といった社会経済情勢の急速な変化に直面している。 

《留意点》 

施策を改廃する理由、施策を新たに立ち上げる理由が、上記のような背景と整合的となっ

ているかどうかという視点から評価を行う必要がある。 
 

（２）視点２：効率性・生産性、費用対効果 

《課題背景》 

地方自治法の規定を引用するまでもなく、地方公共団体は最小の経費で最大の効果を挙

げる必要があるとともに、常に組織及び運営の合理化に取り組むことが求められている。 

《留意点》 

第４のステップ１及びステップ２において後述するように、予算事務事業の棚卸しや主要政

策の経営分析を実施する際には、成果指標（KPI）を設定するとともに、EBPM のサイクル

を回すこととなるが、その際には、原則として、効率性、生産性、費用対効果の面から分析を

行う必要がある。 
 

 （３）視点３：他の政策との重複の有無 

《課題背景》 

特定の行政課題を解決するためには、いくつかのアプローチが存在する場合があるが、

複数の政策を展開している場合、それぞれの施策には合理的な理由があって開始されたも

のであっても、トータルとして政策目的や手段に重複がある場合がある。 

《留意点》 

第４のステップ２の主要政策の経営分析の項目において後述するが、包括的に施策目的

が重複する関連施策をいわゆる横串しを刺して評価を行い、他の政策との重複についてそ

の有無を確認し、重複がある場合は、効率的・効果的な予算執行の観点から見直す必要が

ある。 
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（４）視点４：実施水準及び対象範囲の妥当性 

《課題背景》 

地域の実情を踏まえ、単独事業の実施や補助事業の上乗せ横出しを行っているケースが

あるが、その実施水準や対象範囲が、基準財政需要額の算定基礎を上回っていたり、当該

事業の実施によって、結果的に留保財源で対応すべき事業に充当する財源が不足したりす

ることがある。 

《留意点》 

地方財政措置の水準や、同種の事業を実施する他の地方公共団体の水準等に比べ上回

っている場合には、その妥当性を（１）や（２）の視点から合理的に説明できるか検証し、十分

な整理がなされない場合には、その水準や範囲を見直す必要がある。 

 

（５）視点５：DX の導入可能性 

《課題背景》 

デジタル技術の普及により、地方公共団体の業務処理においても、安全な環境の下でクラ

ウドサービスを利用したり、AI や RPA 等の情報システム導入に合わせて従来の業務フロー

を抜本的に見直す（BPR）ことが可能となっており、北九州市においては「北九州市 DX 推進

計画」を策定し、積極的に取組を進めているところである。 

《留意点》 

市政変革を進める際には、「北九州市 DX 推進計画」を踏まえ、まずはデジタルで業務効

率化を図れないか“デジタルファースト”の原則を徹底し、DX 導入の可能性について検討す

る必要がある。 

 

（６）視点６：官と民の役割分担、公民連携 

《課題背景》 

北九州市行財政改革大綱（平成２６年）において、その取組の柱の１つに位置づけられてい

るように「民間にできることは民間に委ねる」という考え方に基づき、これまで市が直接行って

きた業務等を、市が行う必要性やサービス水準、コスト等の視点から十分に検討し、行政サ

ービス水準の維持・向上やコスト削減等を図ることができるものは、積極的に民間委託等を

進めてきたところである。 

《留意点》 

市政変革の取組においても、引き続き、官と民の役割分担、公民連携の可能性を検討する

必要がある。 
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第４ 市政変革を進める際の３つのステップ 

 

第１で述べた各課題を克服するため、第２に掲げた方向性を保持しつつ、北九州市の行財政運

営のあり方の変革を進めることとなるが、その具体的手順としては、以下の３つの段階（ステップ）

に分けて進めることとする。 

 

（１）ステップ１ 予算事務事業の棚卸し 

令和５年度前半において、まずは事業所管部署における事務事業の自己点検（予算事務事業

の棚卸し）を実施する。 

 

【実施方法】 

①予算事務事業ごとに事業実施における現状や課題等を踏まえ、事業見直しの方向性や

その内容を点検する。  

②各課及び予算事務事業ごとに成果指標（KPI）の設定を検討する。 

【対象事業】 

全会計に属する全ての予算事務事業約３,０００事業を対象とする。 

    【主な点検項目】 

①令和４、５年度予算額、令和３年度決算額 

  ②事業開始時期 

③事業見直しの方向性（廃止、縮小、統廃合、事務改善、継続、拡大） 

④見直しの視点、効果額 

⑤各課及び予算事務事業ごとの事業目標、成果指標（KPI）の設定及びその評価  など 

【スケジュール】 

６月以降   各事業所管部署による自主点検実施 

８月以降   北九州市政変革実行本部会議への報告 

１０月下旬以降   令和６年度予算案への反映作業 
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（２）ステップ２ 主要政策の経営分析 

予算事務事業の棚卸しの実績も活用し、相互に関連する事業を１つのまとまり（以下、「事業ク

ラスター」という。）として経営的手法を取り入れた主要政策の経営分析を順次実施する。主要

政策の経営分析の手法は令和５年度内に確立し、以後適宜見直しを行う。 

 

【基本的事項】 

①「選択と集中」の観点から、未来への投資を行うことができるよう、事業クラスターを構

成する事務事業間の優先順位付けを行う。 

②「新たなビジョン」実現に資する観点から充実・強化することも検討の俎上に乗せる。 

③職員が主要政策の経営分析の考え方や手法を十分理解できるよう、研修の場等を設

ける。 

【事業クラスターの考え方】 

        相互に関連する事業を１つのまとまりとして事業評価を行うことにより、同種類似の事業

を横串しで分析できることや、部局を越えた検討を促進する効果が期待される。事業クラス

ターについては、今後、以下のような考え方でその構成する事務事業を整理することとする。 

①政策目的・分野が同一とみなされる事務事業のまとまり（目的別分類） 

②事業の性質が同一とみなされる事務事業のまとまり（性質別分類） 

例：公共事業、公共施設 

③歳入確保の手段であって、統一的に分析することが効率的である事務事業のまとまり 

例：税、使用料手数料 

④組織・体制に関する事項 

例：職員体制、外郭団体 

⑤制度に関する事項 

例：指定管理者制度 

 【分析のサイクル】 

第１の（３）で述べたように、今後の市政運営にあたっては、職員が自ら課題を発見・分析し、 

市長のトップマネジメントにより政策展開に迅速・柔軟に対応できる組織づくりが求められて

いる。そのためには、主要政策の経営分析が円滑に進むよう、作業の具体的手順をあらか

じめ設定する必要があるが、今後、以下のようなフレームに沿ってその具体的内容を整理し

ていくこととする。 

なお、その際、市民に対して作業内容を分かりやすくお伝えすることに留意する必要があ

る。 

①現状整理 

予算事務事業の棚卸しで整理された KPI も活用しつつ、当該事業クラスターが置かれ

ている客観的状況を整理する。 
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②分析 

     第３に掲げた視点から、事業クラスターを構成する事業及びクラスター自体の分析を行 

う。その際には、政策目的を明確化した上で合理的根拠（エビデンス）に基づき作業を行う

ことが重要となる。 

③課題整理 

事業クラスターのアウトカムを測定し、その評価を行うことによって、当該事業クラスター

及びその構成事務事業の課題を整理する。 

④改革案の検証 

③で得られた課題を解決するための改革案を作成し、予測される効果を検証する。 

⑤今後の取組案の提示 

所要の予算案や条例改正を伴うものについては改正案、その他の事業についてはその 

執行方針を提示する。 

※①～⑤のサイクルを確立することにより EBPM の導入を図る。 

【実施スケジュールに関する基本的考え方】 

主要政策の経営分析の手法を令和５年度内に整備することとするが、先行して実施する緊

急性が高い事業クラスターについては、今年度内からその主要政策の経営分析に着手する

こととする。 

また、令和６年度において、全ての事業クラスターを一斉に主要政策の経営分析すること

は困難であることから、事業クラスターの着手順の考え方についても今後整理することとす

る。なお、本基本方針に基づく主要政策の経営分析は令和８年度までの期間を対象とする。 

 

（３）ステップ３ 組織体制（ガバナンスメカニズム）の導入 

「新たなビジョン」の実現に向けて事務事業の方向性、ベクトルを合わせつつ、主要政策の経営 

分析のサイクルを回すことで、各事業所管部署が自主的に目標を設定し、自律的に事業実施

等の判断を行うとともに、限られた財源の投入先の最適化を目指し“財政の模様替え”を市長

のトップマネジメントの下で実現することができる組織体制（ガバナンスメカニズム）の導入を図

る。 
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第５ 市政変革の実行体制 

 

（１）北九州市政変革実行本部 

市役所内部において、市政変革の役割分担を明確にするため、市長、副市長及び関係局長

等を構成員とする「北九州市政変革実行本部」を設置し、市政変革の着実な実行と意思決定プ

ロセスの明確化を図る。 

 

（２）北九州市政変革推進会議 

市政変革の透明性を確保するとともに、客観的・専門的立場からの視点を反映させるため、

外部有識者で構成する「北九州市政変革推進会議」を開催する（参考１）。この会議では、今後

策定することとしている「北九州市政変革推進プラン」（第８で後述）についても意見聴取を行

う。 

 

（３）北九州市市政変革推進室 

市政変革の方向性、取組手法など企画の段階から民間目線による検討を加え、官民の垣根

を超えて一体的に取組を進めるため、民間人材を登用した新たな組織である「市政変革推進

室」を設置する＊７。「市政変革推進室」は、市政変革に関する基本的な方針や作業方針を企画・

立案するとともに各局区室間の調整を行う。 
 

 

第６ 市民との公開対話 

  

 市政変革の取組を進めるにあたっては、まちづくりは協働作業との考えのもと、開かれた市政の 

実現を図るため、検討の過程を市民に公開し、市民との公開対話の機会を設け、市民の議論の喚 

起を図ることとする。 
                                          

＊７：令和５年７月１日に設置済 
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第７ 当面のスケジュール 

 

令和５年５月２５日   北九州市政変革の基本方針（たたき台）の公表 

６月～８月頃 予算事務事業の棚卸しの実施 

８月 ３日   北九州市政変革推進会議（第１回）の開催 

（北九州市政変革の基本方針（案）等に関する意見聴取） 

８月以降    北九州市政変革実行本部会議の開催（以降随時開催） 

（予算事務事業の棚卸しによる各局見直し案の調整） 

１０月以降   主要政策の経営分析の開始 

          北九州市政変革推進会議（第２回）の開催 

（北九州市政変革推進プラン（骨子）等に関する意見聴取） 

１２月頃     北九州市政変革推進会議（第３回）の開催 

（北九州市政変革推進プラン（素案）等に関する意見聴取） 

令和６年２月頃   北九州市政変革推進会議（第４回）の開催 

（北九州市政変革推進プラン（成案）等に関する意見聴取） 

    年度内   北九州市政変革推進プランの決定・公表 

 

 

第８ 「北九州市政変革推進プラン」について 

  

    「北九州市政変革の基本方針」を踏まえ、主要政策の経営分析の具体的な実施方針等を整理

した「北九州市政変革推進プラン」を令和５年度中に策定することとする。（「北九州市政変革推

進プラン」は、毎年度の主要政策の経営分析の取り組み結果を踏まえ、改定が必要な場合には、

最低限の見直しを行う場合もある。） 

    また、主要政策の経営分析の結果を踏まえた各年度の具体的な取組については、予算編成の

タイミングで公表することとする。 
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北九州市政変革推進会議 構成員 

（敬称略・50 音順）   

氏名 所属・役職名 

井上 龍子 八幡駅前開発株式会社 代表取締役社長 

江夏 あかね 
株式会社野村資本市場研究所  

野村サステナビリティ研究センター長 

遠藤 直人 株式会社 YE DIGITAL 代表取締役会長 

岡野 武治 岡野バルブ製造株式会社 代表取締役社長 

木下 結香子 弁護士法人 大手町法律事務所 弁護士 

勢一 智子 西南学院大学 法学部 教授 

辻  琢也 一橋大学大学院 法学研究科 教授 

津田 純嗣  北九州商工会議所 会頭  

柳井 雅人 北九州市立大学 学長 

吉水 請子 極東ファディ株式会社 取締役 商品経営本部 本部長 

 

参考１ 


